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2025年 4月以降のキャリアアップ助成金について 
 

◆２０２５年４月以降、正社員転換や賃金規定等の改定の取り組みを行った場合の変更点 

 

【正社員化コース】 

支給対象者の範囲・助成額の変更          （ ）は大企業の助成額 

 
新規学卒者については、雇い入れられた日から起算して１年未満のものについては、 

支給対象者から除外されます。 

 

【賃金規定等改定コース】 

① 支給区分の新設と助成額の変更 
支給区分を２区分から４区分と増やし、助成額が拡充されます。 
 

賃金引き上げ区分・助成額           （ ）は大企業の助成額 
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② 加算措置の新設 

有期雇用労働者等の昇給制度を新たに設けた場合、１事業所当たり 1回のみ 20 万円（15万円）が

加算されます。 

 

【各コース共通】 

キャリアアップ計画書の取り扱いを簡素化 
キャリアアップ計画書については、各コースの取り組み実施日の前日までに管轄の労働局長に提出

し、認定を受ける必要がありましたが、届け出のみでよいこととなりました。 

 

育児休業給付を受給中に離職した場合の取扱い変更及び通知について 

 
育児休業給付を受給中の方が、2025（令和７）年４月１日以降にやむを得ず離職することとな

った場合は、離職日まで支給対象とするよう取扱いが変更となります。 

 
 

対象となる方については、支給処理の都合上、当面の間、離職日の前日までの支給を行った上で、不足

する１日分について追給が行われます（以下の２つの通知が交付されます）。 

 
   

   
 

◎自動音声応答システムについて 
働き方改革（DX）の一環として、当協会で自動音声応答システムを導入します。 

6月 2日（月）以降、17：45以降は自動音声が流れ電話が繋がりませんので、ご承知おき下さいますよ

うお願い申し上げます。 

 

労務協会よりお知らせ 


